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安全への取り組みについて  Part－4
「リスクアセスメントの活用」

安全への取り組みＰart-1～３で、その取り組に必要な要点について記しました。

特にＰart-３では、安全作業のための教育と訓練について、限られたページの中で十分と

は言えませんが教育と訓練に必要な内容を（１）～（６）までに要所をまとめて、最後に

教える側としての「原則・心構え」を記しました。

 労働安全衛生のための教育・訓練は、「人材育成」のためにも最低限年一回行い、頭で

覚えてもらう（知っている）だけでなく身を持って「行動できる」ことが重要ですから、

教育・訓練は定期的に行う必要があるのです。

Ｐart-４では、「リスクアセスメントの活用」について記します。

リスクアセスメントとは、潜在するハザード(危険)をもれなく見つけ出しリスク低減の

ための措置を事前に講じることにより、労働災害を防止する手法がリスクアセスメントで

す。労働安全衛生法において努力義務化された以降、事業場で盛んに取り組まれるように

なりました。

図－１：リスクアセスメント対策とリスクマネジメント管理の手順

 リスクアセスメントの具体的な実施方法等については、厚生労働省から「危険性又は有

害性等の調査に関する指針」(平成 18年 3月 10 日公示第 1号)が公表されています。

 リスクアセスメントの実施手順及びリスク低減措置の優先度は、次の順となります。

図－２：基本的実施手順

【事故を起こさないために】 【事故が起きてしまったときに】

リスクアセスメント
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危険個所の査定と対策

リスクマネジメント

‖

危機管理

① 危険要因の洗い出し

② 各要因について、その被害の重大度の

見積りを段階で行う

［評価＝Ａ］

③ 各要因について、作業の頻度の見積り

を段階で行う［評価＝Ｂ］

④ 各要因について、被害発生の可能性を

見積り、段階で行う［評価＝Ｃ］

⑤ ［Ａ＋Ｂ＋Ｃ］で危険度の数値化の大

きなもの及び法令で定めているものか

ら優先的に対策等を講ずる

① 事故の一報

② 事実確認

③ 原因究明

④ 対応処置

⑤ 責任表明

⑥ 再発防止策の構築・実施

⑦ 安全教育

労働者の就業に係る危険性又は有害性の特定

特定された危険性または有害性ごとのリスクの見積り(☆)

(☆)リスクの見積りとは

特定された危険性または有害性

によって生ずるおそれのある負

傷または疾病の重篤度と、負傷

または疾病の発生可能性の度合

の両者を組み合わせて見積もる

ものです。
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図－３：リスク低減措置の優先度

 平成 23年度、中央労働災害防止協会の調査（リスクアセスメント/労働安全衛生マネジ

メントシステムへの取り組み状況等に関するアンケート調査）の結果では、82.8％の事業

場でリスクアセスメントを実施していますが、実施する予定がないと回答した事業場があ

げた理由の上位３点は次のとおりです。

① 現行の安全衛生管理で十分有効である

② 必要な人材の育成および確保が難しい

③ リスクアセスメントがどのようなものかわからない

 また、実施されているリスクアセスメントも、その対象は安全面に関することが多く、

労働衛生面は見落とされがちな傾向にあります。この理由として、墜落・転倒・巻き込ま

れといった負傷につながるハザードは目につきやすいものの、騒音・暑熱環境・有害なガ

ス・蒸気など業務上疾病につながるハザードは目に見えず、症状が遅れて出るため、気づ

きづらい点があげられます。

 私たちの現場では、各級責任者をはじめ現場で働く技術者が一体となって、知識と経験

を活かし、すべての作業現場において危険性および有害性等を洗い出し(見つけ出すこと）

そのリスクを図－１、図－２、図－３等の手順でリスク低減措置を実施することで人的災

害を減らす有効な手段となります。

見積りに基づくリスクを低減するための優先度の設定

リスク低減措置の内容の検討

優先度に対応したリスク低減措置の実施

法令に定められた事項の確実な実施

（該当事項がある場合）

危険な作業の廃止、変更、

より危険性または有害性の低い材料への代替等

工学的対策

（インターロック、局所排気装置の設置等）

管理的対策

（マニュアルの整備、立入禁止の措置、ばく露管理等）

個人用保護具の使用
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